
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進 

プラン）」の達成状況 
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目標数値（令８）
○○％

【目 標】
減 少

■ ページの見方 

「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」においては、計画の進行

管理を実施し、公表することとしています。 

ここでは、重点目標別に、新潟県における男女共同参画の現状（本書作成時点でそ

れぞれの指標等において把握している数値※）を掲載しています。 

※過去に公表した数値において誤り等があったものは、適宜修正しています。 

 
 

 
 

 

計画の目標達成に向けて、重点目標ごとに指標を設定し、その達成状況を

公表するもの。 
※ 本報告書では、おおむね次のように表記してあります。 

 

 

◆ 「男女共同参画社会」の周知度（内容を知っている又 

は聞いたことがある人の割合） 

 

 

◆ 「社会慣習（しきたり）」における男女の地位の平等 

で、「男性の方が優遇されている」とする人の割合 

 

 

 

 

男女共同参画社会形成の状況把握のため設定し、その状況を調査し、公表する

もの。 
※ 本報告書では、次のように表記してあります。 

 

 ◇ 市町村の審議会等への女性の登用率 

 

  

目標指標

参考指標

参考指標
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計 画 の 達 成 状 況 の 概 要 

 

 本書は、「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」に基づく年次報告であ

り、「第４次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」（以下「計画」という。）

の指標等について、主に令和４年度の現状等をまとめたものである。 

 

■「基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり」に関する指標の達成状況 

○ 男女の地位の平等について、家庭、学校教育、地域社会、職場や社会慣習な

ど７項目について男女の地位の平等感を調査した結果、「男性の方が優遇され

ている」という回答割合が３割未満となった項目は「学校教育の場」のみであ

り、他の６項目は依然として３割を超えている状況であった。特に「社会慣習

（しきたり）」「政治経済活動の場」では、「男性の方が優遇されている」という

回答割合が半数を超えた状態が続いており、依然として多くの場面において、

男性の方が優遇されているという意識が高い状況にある。 

○ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶においては、「過去２年間に配偶者から

の暴力を受けたことのある者の割合」は33.0％であり、前年度に比べその割合

は減少している。 

○ 生涯を通じた健康づくりについて、乳がん検診や子宮がん検診の受診率は概

ね横ばいで推移している。平均寿命の伸びと比べた健康寿命の伸びについては、

女性ではやや上回る一方、男性ではやや下回る結果となった。 

 

■「基本目標Ⅱ 女性が活躍できる社会づくり」に関する指標の達成状況 

○ 政策・方針決定過程への女性の参画状況について、「新潟県の審議会等への女

性の登用率」は令和５年６月１日時点で37.3％であり、前年に比べ0.5ポイント

増加した。県内事業所における「管理・監督的業務に従事する者に占める女性

の割合」は、令和４年７月31日現在で16.4％であり、女性管理職の登用率は男

性に比べて依然として低い水準にある。「県内上場企業役員に占める女性の割

合」は令和５年７月31日現在で6.9％と前年に比べ1.4ポイント増加した。 
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○ 「所定内賃金の男女格差」について、令和４年の、男性を100とした場合の女

性の所定内賃金は78.6となり、近年その差は縮小傾向にあるものの、出産・育

児による女性の一時離職が多いことなどにより、依然として格差が生じている。 

○ 職場における男女の地位の平等については、「男性の方が優遇されている」と

する人の割合は全体で47.5％であり、前年度に比べ2.0ポイント減少したもの

の、女性では58.0％と男性に比べその割合が高い状況となっている。 

 

■「基本目標Ⅲ 男女が共に参画し、多様な生き方が選択できる社会づくり」に関

する指標の達成状況 

○ 令和４年度の育児休業の取得率は、女性は91.5％と前年度に比べ1.1ポイン

ト減少した一方、男性は27.7％と前年度に比べ9.2ポイントの大幅な増加とな

ったが、いずれも目標数値には届いていない。 

○ 男女共に、仕事と家庭生活等を両立できる職場環境づくりについて、令和４

年度末のハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）登録数は、

1,372社となり、前年に比べ76社増加した。 

○ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に反対（考え方

を支持しない）の男性の割合は62.5％であり、前年度に比べて3.4ポイント増加

した。 

○ 地域や防災・災害復興分野等における男女共同参画について、「県防災会議委

員に占める女性割合」は17.6％であり、前年に比べ0.7ポイント増加した。 

 

 今後も、家庭、学校教育、職場、地域社会等、様々な場面において男女平等社会

の形成推進のための周知・啓発活動を展開するとともに、男性にとっての男女共同

参画の意義の啓発等を推進し、男性が家事・育児・介護等に参画しやすい環境整備

など、男女ともにワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の整備等を促進

していく必要がある。 
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各 指 標 の 達 成 状 況 
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◆参考：「男性の方が優遇されている」という回答割合
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（計画策定時）

令和４年度

【県民意識調査】

年度 平成27年度 令和2年度

項目数 5 6

【県民アンケート調査】

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和３年度 令和４年度

項目数 6 6 5 6 6 6

◆参考：令和４年度「県民アンケート調査」結果概要
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社会慣習（しきたり）について
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男性の方が優遇 平等である 女性の方が優遇 どちらともいえない

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標１ 男女平等意識の浸透 

 
【目標に対しての達成状況】 

 令和４年度に実施した「県民ア

ンケート調査」によると、男女の

地位の平等について、７項目のう

ち６項目で「男性の方が優遇され

ている」と回答した人の割合が３

割を超えており、前年度から変化

はなかった。 

 

【今後の取組の方向等】 

 男女が自らの意思によって社会

のあらゆる分野の活動に参画でき

るよう、あらゆる機会や多様な媒

体等を通じ、対象とする性別や年

代などを考慮した広報・啓発を行

うなど、引き続き様々な視点から

施策を実施していく。 

 

◆男女の地位の平等について、「男性の方が優遇されている」という回

答割合が３割を超えている項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目 標】
減 少

※　「家庭」、「職場」、「社会慣習（しきたり）」、「法律・制度」、「政治経済活動」、

　「学校教育」、「地域社会」の７分野において「男性が優遇されている」と感じる意識割
　合が減っていくことが、各分野の男女平等につながっていくことを示すためのものである。

資料：
【県民意識調査（平成27、令和２年度）】

　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」

　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人に回答依頼、
　　集計。
【県民アンケート調査（平成28～令和元、令和３～４年度）】
　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成28年度）
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」
　（平成29～令和元、令和３年度）

　新潟県知事政策局政策企画課「県民アンケート調査」（令和４年度）
　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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【県民意識調査】 【県民アンケート調査】 

資料：
【県民意識調査（平成27、令和２年度）】
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」
　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人に回答依頼、
　　集計。
【県民アンケート調査（平成28～令和元、令和３～４年度）】
　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成28年度）
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」
　（平成29～令和元、令和３年度）
　新潟県知事政策局政策企画課「県民アンケート調査」（令和４年度）
　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成27 令和2年度

（％） 女性 男性

全体

60.9 62.2 65.9 
59.1 59.6 66.0 
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計画策定時
の現状値

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標１ 男女平等意識の浸透 

 

【目標に対しての達成状況】 

 令和４年度に実施した「県民ア

ンケート調査」によると、男女共

同参画社会という用語について、

内容まで知っている又は聞いたこ

とがある人の割合は全体で67.8％

であり、前年度に比べ3.6ポイント

増加した。 

 

【今後の取組の方向等】 

 引き続き、あらゆる機会や多様

な媒体を通じた広報・啓発活動に

より、男女共同参画社会について

の周知を図る。 

 

◆「男女共同参画社会」の周知度（内容を知っている又は聞いたこと

がある人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業】⇒ Ｐ58 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.1～16 

目標数値（令８）
85％

- 9 -



　【県民意識調査】 　　　 【県民アンケート調査】

資料：
【県民意識調査（平成27、令和２年度）】
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」
　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人に回答依頼、
　　集計。
【県民アンケート調査（平成28～令和元、令和３～４年度）】
　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成28年度）
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」
　（平成29～令和元、令和３年度）
　新潟県知事政策局政策企画課「県民アンケート調査」（令和４年度）
　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標２ 男女平等の視点に立った社会制度・慣行等の見直し 

 
【目標に対しての達成状況】 

 令和４年度に実施した「県民ア

ンケート調査」によると、「社会慣

習（しきたり）」における男女の地

位の平等で、「男性の方が優遇さ

れている」とする人の割合は全体

で61.0％となり、前年度に比べ 

0.4ポイント増加した。 

 

【今後の取組の方向等】 

 依然として「男性の方が優遇さ

れている」とする意識が高い傾向

にあることから、男女が自らの意

思によって社会のあらゆる分野

の活動に参画できるよう、男女平

等の視点に立った社会制度・慣行

等の見直しについて情報提供や

啓発を推進していく。 

 

◆「社会慣習（しきたり）」における男女の地位の平等で、「男性の方

が優遇されている」とする人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業】⇒ Ｐ58～59 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.17～24 

【目 標】
減 少
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　　　※本調査は平成27年度から実施

資料：公益財団法人新潟県女性財団調べ

※満足者割合は、受講者のうち、アンケートで「とても参考になった」、
「参考になった」と回答した受講者の割合
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　【県民意識調査】 　　【県民アンケート調査】

資料：
【県民意識調査（平成27、令和２年度）】
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」
　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人に回答依頼、
　　集計。
【県民アンケート調査（平成28～令和元、令和３～４年度）】
　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成28年度）
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」
　（平成29～令和元、令和３年度）
　新潟県知事政策局政策企画課「県民アンケート調査」（令和４年度）
　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標３ 男女平等の視点に立った教育・学習の充実 

 

【目標に対しての達成状況】 

 令和４年度に実施した「県民ア

ンケート調査」によると、「学校教

育の場での男女の平等感」は、全

体で45.8％であり、前年度に比べ

8.3ポイント減少した。 

 

【今後の取組の方向等】 

 学校における教育活動の中で、

引き続き、性別による固定的役割

分担意識にとらわれないよう配

慮し、男女平等教育を推進してい

く。 

 

◆「学校教育」における男女の地位の平等で、「平等」とする人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【目標に対しての達成状況】 

 令和４年度の受講者へのアンケ

ート結果では、満足者の割合が 

99.1％であり、目標を上回ってい

る。 

 

【今後の取組の方向等】 

 時事的なテーマ提供を行うな

ど、常に見直しを行い、内容の質

を維持しつつ、受講者数を更に増

やすよう取組を続けていく。 

 また、地域展開による受講機会

の増加を促進する。 

 

◆公益財団法人新潟県女性財団が主催する研修事業の受講者に占める

満足者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目 標】
増 加

目標数値
95％以上
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資料：新潟県教育庁生涯学習推進課調べ
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667

784

0

500

1,000

1,500

2,000

平成28 29 30 令和元 2 3 4年度

（千人）

計画策定時の現状値

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標３ 男女平等の視点に立った教育・学習の充実 

 

【目標に対しての達成状況】 

令和４年度も新型コロナ感染症

の対応により人数制限が行われ、

大人数を対象とした主催事業は減

少したままであった。そのため、

受講者数も前年度と変わらず減少

したままであった。 

一方、小人数を対象としている

市町村の学級・講座や諸集会の受

講者数は、前年度より増加し、全

体として受講者数は回復傾向にあ

る。 

 

【今後の取組の方向等】 

新型コロナ感染症の５類移行に

伴い、社会教育施設における様々

な制限が解除されつつある。 

コロナ禍前の事業実施方法に加

え、オンライン等を併用するなど、

開催方法の工夫や地域の実情に合

わせた取組について検討を進め

る。 

 

◆県、市町村、大学等が県民に提供している学習講座等の受講者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業】⇒ Ｐ59～60 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.25～59 

目標数値
1,400千人
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資料：新潟県福祉保健部子ども家庭課調べ
　　　※「配偶者からの暴力」には、生活根拠を共にする交際
　　　　相手からの暴力も含む

37.7 
36.4 
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33.7 
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50.0
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計画策定時
の現状値

KIITASI 

資料：新潟県福祉保健部子ども家庭課調べ

66.3 61.1 63.4 
55.8 55.1 

48.1 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成29 30 令和元 2 3 4年度

（％）

計画策定時
の現状値

 

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標４ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

 
【目標に対しての達成状況】 

過去２年間に配偶者からの暴力

を受けたことのある者の割合は、

令和４年度は33.0％であり、前年

度に比べ7.9ポイント減少した。 

 

【今後の取組の方向等】 

暴力根絶には継続的な啓発活動

などが不可欠であり、引き続き、

配偶者暴力防止の啓発活動を推進

するとともに、相談窓口の認知度

を高める取組を推進する。 

 

◆過去２年間に配偶者からの暴力を受けたことのある者の割合 

（過去に暴力行為を一つでも受けたことがある者のうち、その行為が

過去２年間にあったとした者の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標に対しての達成状況】 

配偶者暴力に関する相談機関の

認知度は、令和４年度は48.1％で

あり、前年度に比べ7.0ポイント減

少した。 

 

【今後の取組の方向等】 

引き続き、配偶者暴力防止の啓

発活動を推進するとともに、相談

窓口の認知度を高め、制度の活用

を図る。 

 

◆配偶者暴力に関する相談機関の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目 標】
減 少

【目 標】
増 加
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資料：新潟県福祉保健部子ども家庭課調べ

976

1,162

767

663
691
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182
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0

500

1,000

1,500

平成28 29 30 令和元 2 3 4年度

（件） 相談件数 うちＤＶ相談(酒乱含む)
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の現状値

資料：新潟県警察本部調べ（各年12月31日現在）

1,142 

1,287 

1,379 

1,475

1,592

1,491

1,358

0

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700
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（件） 計画策定時
の現状値

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標４ 女性等に対するあらゆる暴力の根絶 

 

女性福祉相談所における令和４

年度の相談件数は、前年度に比べ

70件増加した。 

うち配偶者間の暴力に関する相

談件数については29件減少した。 

暴力根絶には継続的な啓発活動

などが不可欠であり、引き続き、

配偶者暴力防止の啓発活動を推進

するとともに、相談窓口の認知度

を高める取組を推進する。 

 

◇女性福祉相談所の相談件数（うち配偶者間の暴力関係相談件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年の配偶者暴力事案認知

件数は1,358件であり、前年に比べ

133件減少した。 

認知件数は令和２年をピークに

令和３年以降２年連続で減少して

いるが、依然として配偶者暴力事

案への関心は高く、警察への積極

的な相談や通報がなされているこ

とから、認知件数は高水準で推移

している。 

 

◇配偶者暴力認知件数（新潟県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業】⇒ Ｐ60～61 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.60～89 

参考指標

参考指標
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資料：厚生労働省「国民生活基礎調査（３年ごとに実施）」←職域を含むがん検診の受診率
　　　新潟県福祉保健部健康づくり支援課「にいがたの生活習慣病」←住民検診のみの参考値
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計画策定時
の現状値

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査（３年ごとに実施）」←職域を含むがん検診の受診率
　　　新潟県福祉保健部健康づくり支援課「にいがたの生活習慣病」←住民検診のみの参考値
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計画策定時
の現状値

 

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標５ 生涯を通じた健康づくり 

 

【目標に対しての達成状況】 

令和４年度に実施した「国民生

活基礎調査」によると、職域を含

めた乳がん検診受診率は50.9％で

ある。 

 

【今後の取組の方向等】 

今後も効果的な普及啓発の方法

を検討し実施するとともに、受診

しやすい検診体制の整備に努め、

受診率の向上を図る。 

 

◆乳がん検診受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標に対しての達成状況】 

令和４年度に実施した「国民生

活基礎調査」によると、職域を含

めた子宮がん検診受診率は47.7％

である。 

世代別の受診率を見ると、検診

の入口年齢である20歳を含む、20

～24歳の受診率が著しく低い状況

にある。 

 

【今後の取組の方向等】 

若年世代への啓発を含めた効果

的な普及啓発方法を検討・実施す

るとともに、受診しやすい検診体

制の整備に努める。 

 

◆子宮がん検診受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標数値（令６）
60.0％

目標数値（令６）
50.0％
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資料：
　平均寿命：新潟県簡易生命表
　健康寿命：健康日本21(第二次)推進専門委員会資料（※令和元年の数値は、
　　　　　　第16回「資料3-1 健康寿命の令和元年値について」）

87.06 86.77 87.38 87.47 

73.77 74.79 75.45 75.68 

79.50 80.30 80.89 81.10 

69.91 71.47 72.45 72.61 
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計画策定時
の現状値

87.38 

75.45 

80.89 

72.45 

87.47 

75.68 

81.10 

72.61 

0.0

64.0

68.0

72.0

76.0
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平均寿命（女性） 健康寿命（女性） 平均寿命（男性） 健康寿命（男性）

（歳）

平成28年 令和元年

平均寿命と健康寿命の伸びの比

＋0.09

＋0.23

＋0.21

＋0.16

 

基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標５ 生涯を通じた健康づくり 

 

【目標に対しての達成状況】 

前回調査時（平成28年）と比較

して、令和元年の健康寿命の伸び

は平均寿命の伸びと比べて、女性

ではやや上回っており(0.14)、男

性ではやや下回っている   

（▲0.05)。 

生活習慣に係る健康指標の推移

をみると、女性では食塩摂取量の

減少や、がん検診受診率の向上、

習慣的に喫煙している人の割合の

減少などがみられ、県全体や各地

域における普及啓発や各種健康づ

くり施策の効果があったものと思

われる。 

男性においても健康寿命は伸び

ており、健康づくり施策の一定の

効果はみられるものの、課題であ

る運動習慣の定着等複数の要因に

より平均寿命の伸びまでには至ら

なかったと考えられる。 

 

【今後の取組の方向等】 

一日あたり平均歩数の減少や、

運動習慣のある人の割合の低下

等、課題の残る生活習慣の改善を

はじめ各数値の向上に向け、引き

続き健康づくり関係４計画に基づ

き、各種団体等と連携・協働し、

普及啓発や環境整備をはじめとす

る健康づくり施策をより一層推進

する。 

 

◆健康寿命の延伸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】

健康寿命の伸びが

平均寿命の伸びを

上回る
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◇骨粗しょう症検診実施市町村数

資料：新潟県福祉保健部健康づくり支援課調べ
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30 30 30 30 30 30 30 30

63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 56.7 63.3 63.3
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資料：新潟県福祉保健部健康づくり支援課調べ

実施市町村数

市町村数

実施率

計画策定時の現状値

資料：厚生労働省「母体保護統計報告」「衛生行政報告例」

※15歳以上20歳未満の女子人口千対
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標５ 生涯を通じた健康づくり 

 

令和４年度に骨粗しょう症検診

を実施している市町村の割合は、

63.3％（19/30市町村）であり、昨

年度と同水準となった。 

 

◇骨粗しょう症検診実施市町村数（新潟県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10代の人工妊娠中絶実施率は、

平成15年度以降、全国平均（令和

３年度3.3‰）を下回って推移し

ている。 

 

◇10代の人工妊娠中絶実施率（新潟県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考指標

参考指標
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資料：厚生労働省「人口動態統計」
※周産期死亡率：妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡の１年間の出産千対
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資料：厚生労働省「人口動態統計」
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標５ 生涯を通じた健康づくり 

 
令和４年の周産期死亡数は50人

で、減少している。 

また、死亡率（出産千対）は 

4.2‰となっており、全国平均 

3.3‰を上回った。 

 

◇周産期死亡率（新潟県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自殺者数については、男女とも

に平成10年をピークとして減少傾

向となり、令和元年までに半数近

くまで減少したが、女性は令和２

年、３年は前年より増加し、男性

は令和３年は前年より増加した。 

 

 

 

 

◇自殺者数（女性・男性）（新潟県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業】⇒ Ｐ61 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.90～107 

参考指標

参考指標
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 【県民意識調査】 　　【県民アンケート調査】

資料：
【県民意識調査（平成27、令和２年度）】
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」
　※県内人口の地域比、年齢比構成に合うよう抽出した不特定多数の2,000人に回答依頼、
　　集計。
【県民アンケート調査（平成28～令和元、令和３～４年度）】
　新潟県知事政策局広報広聴課「県民アンケート調査」（平成28年度）
　新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課「県民アンケート調査」
　（平成29～令和元、令和３年度）
　新潟県知事政策局政策企画課「県民アンケート調査」（令和４年度）
　※300人～400人の県民にアンケートの回答を依頼、集計。
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基本目標Ⅰ 男女平等を推進する社会づくり 

 重点目標６ 国際的な男女共同参画の取組の理解促進 

 

【目標に対しての達成状況】 

令和４年度に実施した「県民ア

ンケート調査」によると、「女子差

別撤廃条約」について、内容を知

っている又は聞いたことがある人

の割合は全体で33.1％であり、前

年度と比べて増加した。 

 

【今後の取組の方向等】 

引き続き、男女共同参画に関す

る国際的な動向や国際社会の取組

への理解促進につながるよう、

様々な機会を通じて周知を図って

いく。 

 

◆「女子差別撤廃条約」の周知度（内容を知っている又は聞いたこと

がある人の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連事業】⇒ Ｐ62 「基本目標・重点目標・施策の基本的方向別事業一覧」No.108～110 

【目 標】
増 加
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